
人
権
擁
護
委
員
制
度
を 

ご
存
じ
で
す
か 

平成19年度 
情報公開条例の 
運用状況 

6
月
1
日
は 

　
人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
た
日
で
す 

問い合わせ先 

人権啓発教育課 
（御代志市民センター） 
�242－1190

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
住
民
の
皆

さ
ん
の
人
権
が
侵
さ
れ
な
い
よ
う

見
守
り
、
人
権
が
侵
さ
れ
た
と
き

に
相
談
相
手
に
な
る
な
ど
、
わ
た

し
た
ち
に
正
し
い
人
権
の
考
え
方

を
広
め
る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
 

　
ま
た
、
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社

会
を
実
現
す
る
た
め
、
法
務
省
と

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、

活
動
の
重
点
目
標
を
「
育
て
よ
う

一
人
ひ
と
り
の
人
権
意
識
　
―
思

い
や
り
の
心
・
か
け
が
え
の
な
い

命
を
大
切
に
―
」
と
定
め
、
積
極

的
に
啓
発
活
動
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
 

　
市
で
も
、
９
人
の
人
権
擁
護
委

員
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
 

　
６
月
５
日（
木
）に
ヴ
ィ
ー
ブ
ル

と
ふ
れ
あ
い
館
で
特
設
人
権
相
談

所
が
開
設
さ
れ
ま
す
。
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
、
無

料
で
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。
 

 市
人
権
擁
護
委
員
 

渡
邉
　
亮
子
（
下
町
）
 

東
窪
正
一
郎
（
杉
並
台
）
 

桑
原
　
典
恵
（
群
）
 

上
野
　
孝
次
（
後
川
辺
）
 

丸
山
　
義
弘
（
立
割
）
 

後
藤
　
幸
吉
（
須
屋
）
 

坂
井
眞
壽
子
（
若
原
）
 

上
村
　
久
枝
（
北
）
 

坂
本
　
徳
子
（
東
須
屋
）
 

 

　合志市情報公開条例の規定に基づき平成19年

４月から平成20年3月までに受け付けた公文書

の開示請求等の状況をお知らせします。 
 

問い合わせ先 
総務課　総務・男女共同参画班（合志庁舎） 

�248－1112

※１　選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資

産評価審査委員会および議会については、開示の

請求がありませんでした。 

※２　部分開示とは、個人に関する情報等の非開示情報

部分を除いて公文書の一部を開示するものです。 

 

※３　開示対象は旧２町の条例施行日以降に作成され、

または取得した公文書です。 

（　）書きは条例施行日前に作成・取得した公文書

について開示の申し出があり、任意で開示したも

の（内数）です。 

 

4
1
5

開示の請求件数 
1

 

1

開示の決定件数 
3（１） 
1

4（１） 

部分開示決定件数 
0
0
0

非開示決定件数 
0
0
0

不服申立件数 
市 　 　 長  
教 育 委 員 会  
合 　 　 　 計  

実施機関の名称 

●情報公開条例による公文書の開示請求件数など 

平成  9年度～14年度　西沖住宅地区運営費補助金の支払い写し 任意開示（部分開示） 1
平成15年度～18年度　西沖住宅地区運営費補助金の支払い写し 部分開示 2
平成14年度～18年度　西沖住宅地区敬老費負担金の支払い写し 部分開示 3
教育委員会会議録（平成18年3月～平成19年10月分） 部分開示 4
合志市特別職報酬等審議会会議録および答申書 開　　示 5

開示の状況 公　文　書　の　件　名 

●開示の状況 
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ハ
ン
セ
ン
病
 

を
正
し
く
理
解
し
ま
し
ょ
う
 

　
ハ
ン
セ
ン
病
に
つ
い
て
正
し
い
知
識

を
持
つ
こ
と
が
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
対
す

る
差
別
と
偏
見
を
な
く
す
第
一
歩
で
す
。
 

 ハ
ン
セ
ン
病
っ
て
知
っ
て
ま
す
か
？
 

┃
「
ら
い
菌
」
に
よ
る
感
染
症
で
す
 

　
現
在
は
「
ハ
ン
セ
ン
病
」
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。
か
つ
て
は
、
「
ら
い
病
」
と
よ

ば
れ
、
体
の
末
梢
神
経
が
ま
ひ
し
た
り
、

皮
膚
に
発
し
ん
が
出
る
こ
と
な
ど
が
特

徴
で
、
病
気
が
進
む
と
顔
や
手
足
が
変

形
す
る
こ
と
か
ら
、
患
者
は
差
別
の
対

象
に
な
り
や
す
か
っ
た
の
で
す
。
 

 感
染
し
た
ら
隔
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
病
気
で
す
か
？
 

┃
い
い
え
、
そ
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
 

　
「
ら
い
菌
」
の
病
原
性
は
弱
く
、
た
と

え
感
染
し
て
も
発
病
す
る
こ
と
は
ま
れ

で
す
。
い
つ
も
患
者
と
接
し
て
い
る
国

立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
働
く
職
員
さ

ん
で
、
ハ
ン
セ
ン
病
を
発
病
し
た
人
は

今
ま
で
１
人
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
感
染
力
・
発
病
力

の
弱
さ
は
明
ら
か
で
、
隔
離
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。
 

 ハ
ン
セ
ン
病
は
治
る
病
気
で
す
か
？
 

┃
は
い
、
治
り
ま
す
 

　
プ
ロ
ミ
ン
に
始
ま
る
化
学
療
法
に
よ

っ
て
治
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
 

　
現
在
で
は
、
い
く
つ
か
の
薬
剤
を
組

み
合
わ
せ
た
多
剤
併
用
療
法
が
広
く
行

な
わ
れ
、
早
期
発
見
と
適
切
な
治
療
で
、

確
実
に
治
り
ま
す
。
 

　
感
染
し
発
病
す
る
こ
と
は
極
め
て
ま

れ
で
す
。
わ
た
し
た
ち
の
日
常
生
活
の

中
で
ハ
ン
セ
ン
病
に
感
染
す
る
可
能
性

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
日

本
で
の
感
染
は
ゼ
ロ
に
近
い
と
い
え
ま
す
。
 

　
ま
た
、
早
期
に
治
療
す
れ
ば
、
身
体

に
障
害
が
残
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

問い合わせ先  

人権啓発教育課  
（御代志市民センター） 
�242－1190

 

 

 

　全国５カ所に設置された公立

療養所の一つとして、1909（明

治42）年４月に開設されました。

全国には13の国立療養所と２つ

の私立療養所があります。 

　菊池恵楓園には427人が入所

しており、病棟では、ハンセン

病の後遺症と高齢化に伴う各種

合併症を持つ入所者の治療と看

護を行なっています。 

 

●一般外来（皮膚科）  
　ハンセン病に関する相談はもとより、創傷管理、床ずれ

などの専門性を生かして、地域の医療サービスに努めてい

ます。（要予約） 

　２月27日～29日、３月27日の

４日にわたり、菊池恵楓園で市職

員が人権研修を行ないました。 

　これは菊池恵楓園の歴史を学び、

ハンセン病への理解をさらに深め

ようと行なわれたものです。 

　職員は、入所者からハンセン病

の歴史を聞いた後、実際に使われ

ていた監禁室などを見学し、差別

の実態について改めて学びました。 

ハンセン病を正しく理解する週間 
（毎年６月25日を含めた週の日曜日から土曜日まで） 
 

　市では講演会等を予定しています。ぜひ、ご参加ください。 

詳しくは、後日広報等でお知らせします。 

市職員 
恵楓園で研修 

国立療養所菊池恵楓園 
合志市栄3796番地　�248－1131

KOSHICITY PUBLIC RELATIONS

2008 広報こうし5月 8


